
新人看護職員研修に関する検討会報告書 (概要)

は じめに

医療の高度化、在院日数の短縮化、国民のニーズの変化を背景に、臨床現場

で必要 とされる臨床実践能力と看護基礎教育で修得する看護実践能力との間

に乖離が生 じてお り、新人看護職員の中には、就職後、リアリティショックに

よつて早期に離職する者もいる。
こうした状況を踏まえ、「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討

会報告書」 (平成 16年 3月 )において、新人看護職員の到達目標と研修指針を

提示 した。

さらに、「看護の質の向上と確保に関する検討会中間とりまとめ」 (平成 21

年 3月 )において、新人看護職員研修の制度化・義務化を視野に入れた新人看

護職員研修の必要性が指摘された。

また、平成 21年 7月 の保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促

進に関する法律の改正により、新たに業務に従事する看護職員の臨床研修等が

平成 22年 4月 から努力義務化された。

これ らを受けて、平成 21年 4月 より新人看護職員研修について検討を行い、

8回 に渡る議論の後、平成 23年 2月 14日 に報告書をとりまとめた。

1-1.新 人看護職員研修ガイ ドライン

1)新人看護職員研修の基本的な考え方

(1)新人看護職員研修の理念

① 新人看護職員研修は、看護実践の基礎を形成するものとして、重要

な意義を有する。

② 新人看護職員を支援 し、周 りの全職員が共に支え合い、成長する
ことを目指す。

(2)研修体制

研修体制は、各施設の規模によって異なるため、例示として①新人看

護職員、②実地指導者、③教育担当者、④研修責任者、⑤ プログラムの

企画・運営組織 (委員会等)に よる組織例及びそれぞれの役割について

示 した。

2)新人看護職員研修

(1)研修内容と到達目標

新人看護職員が就労後 1年以内に経験 し修得を目指す項目とその到達

の目安を提示 した。

(2)研修方法等

研修方法 (現場での教育、集合研修等の組み合わせ等 )、 評価方法 (評

価時期等)について提示 した。

獲得 した能力蓄積等を目的とした研修手帳の活用について提示 した。



研修プログラムの例について参考として提示した。

3)実地指導者・教育担当者の育成

実地指導者及び教育担当者の①到達目標、②求められる能力、③研修プ

ログラムの例を提示した。

4)研修計画、研修体制等の評価

研修計画、研修内容等の評価内容等について示した。

1-2.新 人看護職員研修ガイ ドライン～保健師編～

新人保健師については、行政機関、医療機関、産業分野等の多様な分野で就

労 していること等による研修体制の多様性に加え、研修内容についても、個

人・集団への保健指導、地域活動の促進及び保健医療福祉行政への参画等、保

健師特有のものがあることから、新人保健師に求められる内容を中心に新人看

護職員研修ガイ ドライン～保健師編～として作成 した。

1)研修体制

各施設の規模や特性、新人保健師数によっては、施設で完結 した研修が

できないことがあるため、研修を効率的かつ効果的に実施する例 として、

人材育成の中核となる保健所との連携について示 した。

2)研修内容と到達目標

新人保健師が就労後 1年以内に経験 し修得を目指す項 目とその到達の

目安を提示 した。

上記の他、新人看護職員研修ガイ ドラインと同様に、研修方法等、実地指導

者・教育担当者の育成等について提示 した。

2.今後の課題

1)新人看護職員研修の普及

国は、都道府県及び医療機関等の取 り組みに関する情報提供や研究の推

進等の取 り組みにより、新人看護職員研修事業の活用促進等を図る。

2)中長期的展望に立った課題

医療現場や看護基礎教育の状況、研修成果等を勘案 して、新人看護職員

研修ガイ ドラインを適宜見直すことが必要である。

新人看護職員研修実施医療機関 口施設及び指導者の育成に係る研修の認

証等についても検討すべき課題である。
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は じめに

(検討の背景 )

○ 医療の高度化や在院日数の短縮化、医療安全に対する意識の高ま りなど
の国民のニーズの変化を背景に、臨床現場で必要とされる臨床実践能力と看

護基礎教育で修得する看護実践能力との間には乖離が生 じている。看護基礎

教育においては、臨地実習で看護技術を経験する機会が限られる傾向にあり、

新人看護職員 (注)の中には、就職後、リアリティショックによって早期に離

職する者もいる。こうした状況を踏まえ、良質な医療の提供体制の確立に向
けて、看護職員の資質及び能力の一層の向上を図ることが急務となつている。
(注 )本報告書中、「新人看護職員」とは、免許取得後に初めて就労する保健師、助産

師、看護師、准看護師をいう。

(こ れまでの取 り組み )

○ 厚生労1動省では、新人看護職員の臨床実践能力の効果的かつ効率的な向上

を図るため、平成 16年 3月 に「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関す
る検討会報告書」をまとめ、新人看護職員の到達目標と研修指針を示 し、そ
の普及を目的として、平成 16年度から平成 19年度まで研修責任者を対象と

した研修を実施する等、新人看護職員研修に関する推進事業を実施 したとこ

ろである。

○ 新人看護職員研修の制度化については、「医療安全の確保に向けた保健師
助産師看護師法等のあり方に関する検討会まとめ」 (平成 17年 11月 )に お
いて、研修を制度化する必要性が極めて高いことが指摘されてお り、その

後の看護基礎教育に関する検討においても新人看護職員研修に関する議論
がなされてきたところである。さらに、「看護の質の向上と確保に関する検

討会中間とりまとめ」 (平成 21年 3月 )において、看護基礎教育と臨床現

場 との乖離を埋めるためには、看護基礎教育の充実を図るとともに、新人

看護職員研修の制度化・義務化を視野に入れた新人看護職員研修の実施内

容や方法、普及方策について早急に検討 し、実施に移すべきであるとされ

た。

○ また、平成 21年 7月 15日 の保健師助産師看護師法及び看護師等の人材

確保の促進に関する法律の改正により、新たに業務に従事する看護職員の臨

床研修等が平成 22年 4月 1日 から努力義務化された。これは、看護職員本

人の責務 として、免許を受けた後も臨床研修その他の研修を受け、資質の向

上を図るように努めることが規定され、また病院等の開設者にも研修の実施

と、看護職員の研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮

に努めなければならないとされたものである。



(新人看護職員研修ガイ ドライン)

○ こうしたことを背景として、厚生労働省においては、新人看護職員が基本

的な臨床実践能力を獲得するため、医療機関等の機能や規模に関わ らず、

新人看護職員を迎えるすべての医療機関等で新人看護職員研修が実施され

る体制の整備を目指 し、平成 21年 4月 30日 に本検討会を設置 し、同年 12

月 25日 に中間まとめ (以下「中間まとめ」という。)及び「新人看護職員

研修ガイ ドライン」を提示 した。

(新人保健師及び新人助産師の研修についてのガイ ドライン)

○ 加えて、上記中間まとめにおいては、保健師及び助産師としての基本的

な実践能力の獲得を目的とした研修についてガイ ドラインを作成する必要

性が指摘されている。これを受けて本検討会の下に、平成 22年 2月 に「新

人看護職員研修に関する検討会助産師ワーキンググループ」、平成 22年 6

月に「新人看護職員研修に関する検討会保健師ワーキンググループ」を設置

し、「新人看護職員研修ガイ ドライン」に追加すべき内容等の検討を行つて

きたところであり、今般、その検討結果がまとまり、「新人看護職員研修ガ

イ ドライン」に助産技術の到達目標等を加えるとともに、新人保健師に対応

した「新入看護職員研修ガイ ドライン～保健師編～」の作成にいたつたもの

である。(以下、「新人看護職員研修ガイ ドライン」及び「新人看護職員研修

ガイ ドライン～保健師編～」を「新人看護職員研修ガイ ドライン」という。)

.新人看護職員研修ガイ ドライン (別 添 )

○ 新人看護職員研修ガイ ドラインでは、新人看護職員が就労後 1年以内に経

験 し修得を目指す項目とその到達の目安 (至1達 目標)を示すとともに、研修

体制や研修方法については、医療機関等の特性、研修に対する考え方、職員

の構成等に合わせて柔軟に実施できることを目的として、参考例を示 した。

なお、到達目標の作成に当たつては、基礎教育との連動が重要であることか

ら、基礎教育卒業時の到達目標 と到達度との整合性を図りながら作成 した。

また、研修プログラムと技術指導の具体例を参考として示 した。

○ 新人看護職員研修ガイ ドラインは、医療機関等で研修を実施する際に必要

となる以下の事項により構成 している。

I 新人看護職員研修ガイ ドラインの基本的な考え方

Ⅱ 新入看護職員研修

Ⅲ 実地指導者の育成

Ⅳ 教育担当者の育成

V 研修計画、研修体制の評価



○ 新人助産師研修については、多くの場合、新人看護職員研修と同様の施設

において行われていること等から、研修の理念、基本方針、研修体制、指導

者の育成等については、新人看護職員研修と同様であると考え、助産師が就

労後 1年間で到達すべき助産技術の到達目標、助産技術を支える要素及び技

術指導の例について作成 し、中間まとめで示 した「新人看護職員研修ガイ ド

ライン」に追加 した。

○ 新人保健師研修については、基礎教育修了後の保健師の就労先が、行政機

関、医療機関、産業分野等の多様な分野に渡っていること等により、その研

修体制が多様であること、さらに、研修内容についても、個人・集団への保

健指導、地域活動の促進及び保健医療福祉行政への参画等、保健師特有のも

のがあること等から、新人看護職員研修ガイ ドラインの内容を踏まえつつ、

新人保健師に求められる内容を中心に「新人看護職員研修ガイ ドライン～保

健師編～」を作成 した。

2.今 後の課題

(1)新人看護職員研修の普及について

○ 中間まとめにおいて、新人看護職員研修の普及に向けて、①これまで新人

看護職員研修を実施していなかつた医療機関等に対するア ドバイザーの派

遣、②施設の研修責任者に対する研修、③総合的な研修を実施している施設

の院内研修の公開等の方策が提示された。

○ こうした指摘を踏まえ、厚生労働省において平成 22年度から新人看護職

員研修事業が創設され、①病院等が実施する新人看護職員ガイドラインに沿

つた新人看護職員研修、②都道府県が実施する医療機関等の研修責任者に対

する研修、③新人看護職員研修の実施が困難な施設に対して都道府県が実施

するア ドバイザーの派遣等に対する支援が行われている。

○ さらに、平成 23年度予算案において、新たに、新人保健師や新人助産師

の研修や教育担当者、実地指導者を対象とした研修に対する支援を行い、

新人看護職員研修の充実を図ることとしている。

○ 今後、都道府県及び医療機関等が、新人看護職員研修事業等を活用して

新人看護職員研修に取り組み、さらにその研修の質の向上が図られるよう、



国には新人看護職員研修に関する都道府県、医療機関等の取 り組みに関する

情報提供や研修の質向上に関する研究の推進等、積極的な取 り組みが求めら

れる。

○ また、新人看護職員研修の実施状況を外部評価団体等の評価基準の一つ

に盛 り込むことも新人看護職員研修を普及する上で効果的と考えられる。

(2)中長期的展望に立つた課題について

○ 新人看護職員研修ガイ ドラインは、新人看護職員を受け入れる医療現場

等の状況や看護基礎教育の教育内容の見直 し等の諸事情や研修成果を勘案

して、適宣見直すことが必要である。

○ 新人看護職員研修の目的の一つは看護の質の保証であり、これを明確に

するため、新人看護職員研修ガイ ドラインに基づいた新人看護職員研修を修

了した者に対 して修了証を交付することが一つの方法として考えられる。修

了証を交付する場合には、交付基準をどのように設定するのか、到達目標の

達成状況を勘案するのかといつた点を検討することが必要である。

○ また、新人看護職員研修実施医療機関・施設及び指導者の育成に係る研

修の認証等についても今後検討すべき課題である。

○ 新人看護職員研修は、新人看護職員の実践能力向上を図るものであり、

看護の質の保証に資するものであることから、今後更なる財政支援や診療報

酬上の取 り扱い等について議論が求められる。
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佐伯 和子   北海道大学大学院保健科学研究院教授

佐 々木 隆―郎  長野 県飯 田保健所長

猿山 悦子   栃木県小山市保健福祉部長

野 口 久美子  福岡県遠賀郡水巻町役場健康課長

野村 美千江  愛媛 県立医療技術大学保健科学部看護学科教授

牧野  由美子  島根 県健康福祉部 医療統括監

横 関 身江   埼玉県狭山保健所副所長

(五 十音順 /敬 称略 )



検討 の経緯

○ 新 人 看 護 職 員研 修 に 関 す る検 討 会

回 数 開 催 日時 議 事 内 容

第 1回
平 成 21年

4月 30日

1新 人 看 護 職 員研 修 の現 状 と課 題

2新 人 看 護 職 員 研修 ガイ ドラ イ ンの 素 案 に つ いて

第 2回
平 成 21年

5月 28日

1新 人 看 護 職 員研 修 の現 状 に つ い て

2新 人看 護 職 員研 修 の到 達 目標 と評 価 方 法 につ いて

話 題 提 供
ヽ新 人 看護 職 員 の臨 床 研 修 に つ いて の考 え方

(済 生 会 横 浜 市 東 部 病 院 看 護 部 長  熊 谷 雅 美 )

・ 新 人看 護 師 が ど うい う研 修 を望 ん で い るか

(徳 島 赤 十 字 病 院 看 護 部 長  庄 野 泰 乃 )

・ 新 人看 護 師 技 術 チ ェ ック リス トの使 い方 につ いて

(北 里 大 学 病 院 教 育 看 護 科 長  猪 又 克 子 )

・ 新 人 看 護 師 研 修 到 達 目標 の 現 状

(東 京医療保健大学医療保健学部看護学科学科長 坂本すが )

第 3回
平 成 21年

7月 9日

1新 人 看 護 職 員 研 修 の 到 達 目標 と評 価 に つ い て

2新 人 看 護 職 員 研 修 の 研 修 方 法 に つ い て

話 題 提 供

・ 臨 床 に お け る新 人 教 育 ・ 訓 練 の 方 法

(青 森 県 立 保 健 大 学 副 学 長  上 泉 和 子 )

第 4回
平 成 21年

8月 19日

1規 模 に 応 じた 多様 な 研 修 実 施 の あ り方 に つ い て

2教 育 担 当者 研 修 に つ い て

話 題 提 供

・ 新 人 看 護 職 員 研 修 に 関 す る調 査  集 計 結 果

(社 団 法 人 全 日本 病 院 協 会 会 長  西 澤 寛 俊 )

・ 当院 に お け る新 人 看 護 師 研 修 の 現 状 と課 題

((株 )日 立 製 作 所 小 平 記 念 東 京 日立 病 院 看 護 科 長

田 中 百 合 子 )

・ 教 育 担 当者 研 修 の 実 際

(東 京 医療保健大学 医療保健学部看護学科学科 長 坂 本すが )



第 5回
平 成 21年

9月 18日

1.教 育 担 当者 研 修 に つ い て

2.技 術 指 導 の具 体 例 につ い て

話 題 提 供
口当院 に お け る新 人 看 護 師 教 育 担 当者・実 地 指 導 者 の位 置

付 け・ 役 割 ・ 教 育 に つ い て

(済 生 会 横 浜 市 東 部 病 院 看 護 部 長  熊 谷 雅 美 )

・ 教 育 担 当者 研 修 の実 際

(東 京 医療保健大学医療保健学部看護学科学科長 坂本すが )

・ 研 修 担 当者 育 成 につ い て             
´

(北 里 大 学 病 院 教 育 看 護 科 長  猪 又 克 子 )

第 6回
平成 21年

10月 26日
1.新 入 看 護 師 研 修 ガ イ ドラ イ ン (案 )に つ いて

第 7回
平 成 21年

12月 7日
1.新 人 看 護 師 研 修 に関す る検 討 会 中間 ま とめ (案 )に つ いて

第 8回
平 成 23年

1月 24日
1新 人 看 護 職 員研 修 に関 す る検 討 会 報 告 書 (案 )に つ いて

○ 新 人 看 護 職 員 研 修 に 関 す る検 討 会 看 護 師 ワー キ ング グ ル ー プ

○新人看護職員研修 に関す る検討会助産師 ワーキ ンググルー プ

回 数 開 催 日時 議 事 内 容

第 1回
平 成 21年

6月 8日

1.ワ ー キ ンググルー プの進 め方等 につ いて

2.本 国の検討事項 について

第 2回
平成 21年

7月 9日

1.「 技 術 指 導 の具 体 例 :与 薬 」 案 の 各 項 目につ いて検 討

2.「 技 術 指 導 の具 体 例 :療 養 上 の 世 話 」 項 目の検 討

回 数 開 催 日時 議 事 内 容

第 1回
平 成 22年

2月 18日

1.ワ ーキ ンググルー プの進 め方等 について

2新 人助産師研修 について

第 2回
平 成 22年

8月 18日

1新 人 助 産 師 の 到達 目標 と到 達 度 (案 )に つ いて

2.新 人 助 産 師 の技 術 指導 例 (新 生 児 心 肺 蘇 生法 (案 ))に
つ い て



○ 新 人 看 護 職 員 研 修 に 関 す る検 討 会 保 健 師 ワー キ ング グ ル ー プ

回 数 開催 日時 議 事 内 容

第 1回
平 成 22年
6月 22日

1ワ ー キ ング グ ル ー プ設 置 と進 め方 等 に つ いて

2新 人 保 健 師 研 修 に 関す る現 状 と課 題 に つ いて

3新 人 保健 師 研 修 ガ イ ドラ イ ンの 内容 に つ いて

話 題提 供

・ 産 業 分 野 に お け る新 人 保 健 師研 修 に関 す る現 状 と課 題

(富 士通株 式会社健康 推進本部産 業保健 指導 セ ンター 長

小 野 田富 貴 子 )

・ 当施 設 に お け る新 人保 健 師 教 育 の現 状 と課 題

(日 本 赤 十 字社 熊 本 健 康 管 理 セ ンター 保健 看 護 部 長

河 津佐 和 子 )

第 2回
平 成 22年

7月 27日
1新 人 保 健 師 研 修 ガ イ ドラ イ ン素 案 に つ い て

第 3回
平 成 23年
1月 18日

1新 人 看 護 職 員 研 修 ガ イ ドラ イ ン ～ 保 健 師 編 ～ (案 )に
つ い て




